市部通り地区　まちづくりルールのチェックリスト
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	項　 目
	　　　　　　　　　　　内  　　容
	確認欄
	審査

	１
	建築物の用途の 制 限
	★次に掲げる建築物は建築してはならない。

1. 風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律第２条第６項１号及び２号に規定する「店舗型性風俗特殊浴場」の用に供するもの
2. 畜舎
3. 倉庫業を営む倉庫
4. 自動車教習所
	
	

	２
	建築物の高さの最高限度
	★都市計画道路石和市部通り線（以下「市部通り」という。）の道路境界から8ｍまでに位置する建築物は地盤面から高さ12ｍ以下とし、かつ、3階建て以下とする。
	
	

	３
	壁面の位置の

制 限
	★市部通りに面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から市部通りの道路境界線までの距離は1ｍ以上とする。ただし、交差点に面する隅切の部分及び前面道路高より2.5ｍを超える部分においてはこの限りでない。
	
	

	４
	建築物等の形態又は意匠の制 限

	★建築物の屋根又は外壁の基調色はけばけばしい色とせず、できるだけ落ち着いた色彩とする。
	
	

	
	
	　壁面の位置の制限をした部分及び道路に広告物又は看板は出さないものとしましょう。
	
	

	
	
	　看板の規模等については、高さ、表示面積等必要最低限にすることとし、奇抜な形等を避け、周辺景観に調和した形状としましょう。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	　看板を設置するときは、事前にまちづくり研究会へ相談しましょう。
	
	

	
	
	　建物の外壁の基調色は彩度６Ｓ程度以下としましょう。
	
	

	
	
	建築物に付属する出窓、はね出し縁、階段、戸袋等は壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、前面道路高より２.５ｍを超える部分及び、軒、庇で下端の高さを前面道路高より２ｍを超えるものはこの限りでありません。
	
	

	５
	垣又はさくの

構造の制限
	★壁面の位置の制限をした部分に垣又はさくは設置してはならない。
	
	

	６
	工作物等の設置制限
	自動販売機は原則として、歩道から１ｍ以上（セットバック分）後退した所に設置することとし、歩道に向け設置しましょう。
	
	

	
	
	自動販売機を設置するときは、事前にまちづくり研究会へ相談すること。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	　空調機等は歩道から１ｍ以上（セットバック分）後退した所に設置すること。　　
	
	

	
	
	　壁面の位置の制限をした部分に車止め等の通行の妨げとなるものは設置しないようにしましょう。
	
	

	７
	緑化の推進
	　緑豊かな景観形成を図るため、敷地内はできる限り緑化しましょう。
	
	


（留意事項）

１．表の内容を、図面等により確認しながら確認欄にチェックして下さい。
２．審査欄は記入しないで下さい。
